
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年４月 

 

平成 30 年 3 月 27 日の設立総会を経

て、『北地区自治協議会』が発足しました。 

“自治協議会”とは、佐世保市が地域活

性化の担い手として、地区公民館ごとに設

立を推進してきた市民団体です。 

個人や町内会だけでは対応できない地

域の様々な課題を、同じ地域に住む住民か

らなる団体として、組織的に対応していく

ことができます。 

これまであった「北地区町内協議会」「北

地区生涯学習推進会」を再編・合流して、

さらなる地域コミュニティの活性化を図

ります。 

 

設立総会の様子 

佐世保市長の挨拶 

 
にご協力をお願いします。 北地区自治協議会 

地域の皆さまには、日頃より地域活動にご理解とご協力をい

ただき、心から熱く御礼申し上げます。 

 この北地区においても、少子高齢化や人口減少など、私ども

を取り巻く環境はますます厳しさを増し、「高齢者の見守り」

や「子どもたちの育み」、「防犯・防災」など様々な地域課題が

深刻化しつつあります。 

このような中、佐世保市では、市内２７の地区公民館単位に

分けて、自治協議会を立ち上げ、地域のことは地域で主体的に 

地域コミュニティ通信 No.１ 

北自治協だより 

 
公民館裏の公園にて 

取り組む仕組みづくりが推進され、当北地区においても、昨年２月の設立準備会の立

ち上げ後、９回にわたる準備会、２回の住民説明会を催しました。その中で、よりよ

い地区自治協議会の設立に向けて多くのご意見、ご提案をいただき、それらを踏まえ

て、準備を整えてきた次第でございます。 

 同じ地域に暮らす者同士、協力し合い、この地域が心豊かに安心して暮らせる、皆

さんが十分に愛着を感じられるまちを、共に作り上げましょう。 

 

北地区自治協議会  

会長 片山常光 

北地区自治協議会事務局 
 春日町 18-9 北地区公民館内 
☎５５-７００６
📧kitajichikyo@tvs12.jp 



 

 

 

 

 北地区では、今まで生涯学習推進会が中

心となり、公民館まつりや、スポーツ大

会、町民研修旅行など、様々な地域活動が

展開されてきました。 

 このように、地域の皆さんが総合的に取

り組んでいる活動を、今後は自治協議会が

中心となって取り組み、地域を盛り上げて

いこうというものです。 

安全なまちづくりのため、防犯・防災の

体制も整えていくなど、自治協議会として

の体制を、少しずつ構築していく必要があ

ると考えています。 

今後とも、北地区自治協議会を、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

役 員 氏 名 所属団体 

会 長 片山 常光 桜木町公民館長 

副会長 
吉川 力 春日町 1 組公民館長 

藤﨑 健一 桜木町県営ｱﾊﾟｰﾄ自治会長 

会 計 梶尾 薫照 桜木団地町内会長 

監 事 
筒井 泰昭 横尾町公民館長 

田中 法明 春日町二組公民館長 

理  事 
鰐渕 賢治 春日町中央公民館長 

加藤 照明 赤木町内会長 

婦人部長 松尾 桂子 春日町二組公民館婦人部長 

事務局長 中島 庄二 北地区公民館館長 

北地区自治協議会 

定期総会のお知らせ 

と き：平成３０年５月２２日（火） 

１９：００～ 

ところ：北地区公民館 ２階講堂 

  

 上記日程で開催します。 

なお、１８：３０から生涯学習 

推進会の解散総会を開催します。 

構成員さんはもとより、地域の皆

さんのご参加をお待ちしています。 

 

＜平成 30年度 北地区自治協議会役員＞

＞ ※敬称略 

北地区自治協議会 
 

のこれから 

北地区自治協議会スローガン 
 

〇 バスハイク（町民研修旅行）（11月） 

〇 北地区まつり （11月） 

〇 北地区運動会 （９月） 

〇 町民ふれあい活動 （年３回） 

〇 役員研修 

〇 防災啓発事業 

〇 防犯パトロール 

〇 広報紙（自治協だより）の発行 

平成３０年度 北地区自治協議会

事業計画（予定） 
 
 


